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老人保健医療制度が変わります�
10月１日から�

老人保健医療制度が変わります�老人保健医療制度が変わります�
新
し
い
医
療
証
は

新
し
い
医
療
証
は�

９
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す

９
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す�

新
し
い
医
療
証
は�

９
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す�

　

主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

①
対
象
年
齢
が　

歳
以
上
か
ら　

歳

７０

７５

以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ

し
、
昭
和
７
年
９
月　

日
以
前
に
生
ま

３０

れ
た
方
は
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

②
前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
自
己
負
担

が
、
１
割
負
担
ま
た
は
２
割
負
担
に
な

り
ま
す
。

　

③
す
べ
て
の
医
療
機
関
で
定
率
負
担

（
１
割
負
担
。
一
定
所
得
以
上
の
所
得

が
あ
る
方
は
２
割
負
担
）に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
定
額
制
（
１
回
８
５
０
円

／
月
４
回
ま
で
）
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

④
自
己
負
担
の
限
度
額
が
変
わ
り
ま

す
。
医
療
機
関
の
窓
口
で
は
１
割
ま
た

は
２
割
の
自
己
負
担
分
を
支
払
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
入
院
の
場
合
は

窓
口
で
支
払
う
額
の
上
限
が
あ
り
ま
す
。

　

⑤
１
か
月
に
外
来
や
入
院
で
支
払
っ

た
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
と
き
は
高
額
医
療
費
と
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

多
摩
境
駅
北
側
自
転
車
駐
車
場

多
摩
境
駅
北
側
自
転
車
駐
車
場�

を
拡
張

を
拡
張�

多
摩
境
駅
北
側
自
転
車
駐
車
場�

を
拡
張�

ご
利
用
下
さ
い�

　

今
年
４
月
、
多
摩
境
駅
北
側
に
自
転

車
駐
車
場
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
が
、

同
駅
周
辺
に
は
ま
だ
多
く
の
自
転
車
が

放
置
さ
れ
、
歩
行
者
の
安
全
な
通
行
を

妨
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
市
で
は

こ
の
程
、
同
駐
車
場
を
拡
張
、　

月
１

１０

日
か
ら
ご
利
用
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
新
た
に
自
転
車
・
バ

イ
ク
約
２
７
８
台
の
収
用
が
可
能
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
従
来
ど
お
り　

時
２４

間
利
用
で
き
ま
す
。

　

定
期
利
用
料
金
は
、
１
か
月
当
た
り

自
転
車
が
１
８
０
０
円
、
バ
イ
ク
が

３
０
０
０
円
か
ら
４
２
０
０
円
、
一
時

利
用
料
金
は
、
利
用
当
日
を
限
度
と
し

て
１
日
１
回
、
自
転
車
が
１
０
０
円
、

バ
イ
ク
が
１
５
０
円
か
ら
３
０
０
円
で

す
。

　

定
期
利
用
の
申
し
込
み
受
付
は
次
の

と
お
り
で
す
。

○
受
付
開
始　

９
月　

日
（
土
）
か
ら

２１

○
受
付
時
間　

午
前
６
時　

分
〜
午
後

３０

８
時
（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
受
付
場
所　

多
摩
境
駅
北
側
自
転
車

駐
車
場
（
＝
下
図
）

※
受
付
は
一
人
１
台
で
先
着
順
で
す
。

申
し
込
み
の
際
、
定
期
利
用
料
金
を
お

支
払
い
い
た
だ
き
ま
す（
身
分
証
明
書
、

印
鑑
は
不
要
）
。
な
お
、
車
種
に
よ
っ

て
は
利
用
い
た
だ
け
な
い
バ
イ
ク
も
あ

り
ま
す
。

□問
 

交
通
安
全
課
11
７
２
４
・
１
１
３
６

今
日
、９
月　

日（
土
）か
ら
受
付
開
始

２１

今回拡張部分今回拡張部分�今回拡張部分�

多摩境駅北側多摩境駅北側自転車駐車場転車駐車場�多摩境駅北側自転車駐車場�

多摩境駅多摩境駅�多摩境駅�

至橋本駅至橋本駅�至橋本駅�

至南大沢駅至南大沢駅�至南大沢駅�

　　　　　　　　　自己負担割合・限度額表　　　月額（：単位円）

自己負担限度額
外来 +入院
（世帯ごと）

負担割合 外来
（個人ごと）

７２，３００円＋医療費（１０割）
が３６１，５００円を超えた場合
は、超えた分の１％
※過去１２か月間に入院の
高額医療費の支給が４回
以上あった場合、４回目
以降は４０，２００円

４０，２００２割
一定以上の
所得がある方

４０，２００１２，０００１割一　般

２４，６００
８，０００

１割Ⅱ※
住民税
非課税
世帯 １５，０００１割Ⅰ

住民税非課税世帯「Ⅰ」「Ⅱ」

世帯主及び世帯員全員が住民税
非課税であるとき

住民税
非課税世帯Ⅱ

　世帯主及び世帯員全員が住民税
非課税で、かつ、全員の各所得が必
要経費・控除（年金の所得は控除額
を６５万円として計算）を差し引い
たときに０円となる場合

住民税
非課税世帯Ⅰ

※７０歳以下の方も含めます。課税されている方がいる
　時は該当しません。

２００２年�

９月２１日～３０日�
おもいやり�
　　人に車に　この街に�

秋の全国交通安全運動�秋の全国交通安全運動�

　

市
内
の
人
身
交
通
事
故
は
増
加
傾
向

に
あ
り
、
特
に
死
亡
事
故
者
数
は
８
月

　

日
現
在　

人
で
、
前
年
比
プ
ラ
ス
２

３１

１０

人
と
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
交
通
事
故
を
１
件
で
も
な
く
す

た
め
、
町
田
市
を
は
じ
め
、
町
田
警
察

署
、
町
田
交
通
安
全
協
会
、
町
田
地
域

交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
な
ど

関
係
機
関
・
団
体
は
「
交
通
事
故
の
な

い
明
る
く
住
み
よ
い
安
全
な
町
」
を
目

指
し
て
こ
の
運
動
を
推
進
し
ま
す
。

〈
推
進
重
点
事
項
〉

①
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
外
出
は
明
る
い
目
立
つ
服
装
で
、
夜

間
に
は
反
射
材
を
身
に
付
け
ま
し
ょ

う
。

・
黄
色
信
号
の
と
き
や
、
歩
行
者
信
号

が
点
滅
し
た
ら
横
断
は
や
め
ま
し
ょ

う
。

・
横
断
禁
止
場
所
で
の
横
断
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

②
二
輪
車
・
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止

・
市
内
で
は
右
折
の
車
と
直
進
の
バ
イ

ク
の
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

・
路
地
裏
で
の
出
会
い
頭
の
事
故
が
多

い
の
で
、
危
険
を
予
測
し
て
運
転
し
ま

し
ょ
う
。

・
二
輪
車
を
運
転
す
る
と
き
も
、
飲
酒

運
転
の
禁
止
、
前
方
不
注
意
、
ハ
ン
ド

ル
操
作
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・
町
田
教
習
所
で
実
施
し
て
い
る
「
サ

ン
デ
ー
バ
イ
ク
教
室
」
に
参
加
し
ま
し

ょ
う
。

③
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
の
義
務

・
車
に
乗
っ
た
ら
運
転
手
、
同
乗
者
は

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
子
ど
も
に
は
必
ず
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
を
。

※
け
が
の
程
度
の
軽
減
と
車
外
へ
の
放

出
を
防
ぎ
ま
す
。

●
道
路
交
通
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

飲
酒
運
転
等
の
罰
則
が
強
化
さ
れ
ま
し

た
。

・
酒
酔
い
運
転
＝
３
年
以
下
の
懲
役
ま

た
は　

万
円
以
下
の
罰
金

５０

・
酒
気
帯
び
運
転
＝
１
年
以
下
の
懲
役

ま
た
は　

万
円
以
下
の
罰
金

３０

□問
 

交
通
安
全
課
11
７
２
４
・
１
１
３
６
、

町
田
警
察
署
11
７
２
２
・
０
１
１
０

　
　

月
１
日
か
ら
老
人
保
健
医
療
制
度

１０
が
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
医
療
証
を
老

人
医
療
の
受
給
者
の
方
全
員
に
９
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
制
度
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
同
封
し
ま
す
の
で
ご
参

照
下
さ
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た

老
人
医
療
受
給
者
証
は　

月
以
降
は
使

１０

え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
下
さ

い
。

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４

４

主

な

変

更

点

老
人
保
健
で
医
療

を
受
け
ら
れ
る
方

　

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
の

は
次
の
方
で
す
。

○　

歳
以
上
の
方
。
た
だ
し
、
昭
和
７

７５

年
９
月　

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
引

３０

き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
。

○　

歳
以
上
で
障
が
い
の
認
定
を
受
け

６５
た
方

※
昭
和
７
年　

月
１
日
以
降
に
生
ま
れ

１０

た
方
は
、　

歳
に
な
る
ま
で
引
き
続
き

７５

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
で
医
療
を
受

け
、　

歳
に
な
る
と
老
人
保
健
で
医
療

７５

を
受
け
ま
す
（
詳
細
は
現
在
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
）。

自
己
負
担
の
割
合

　

自
己
負
担
の
割
合
は
次
の
と
お
り
で

す
。

○
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方

　

同
一
世
帯
の
中
に
、　

歳
以
上
（　

７０

６５

歳
以
上
で
障
が
い
認
定
を
受
け
た
受
給

者
を
含
み
ま
す
）
で
退
職
所
得
を
除
く

前
年
の
課
税
所
得
が
１
２
４
万
円
以
上

の
方
が
い
る
場
合
、
そ
の
方
と
同
一
世

帯
の
老
人
医
療
の
受
給
者
の
方
は
２
割

負
担
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
世
帯
の　

歳
以
上
の
方
の

７０

収
入
の
合
計
が
６
３
７
万
円
未
満
の
場

合
（　

歳
以
上
の
方
が
１
人
の
世
帯
は

７０

４
５
０
万
円
未
満
）
は
、
申
請
に
よ
り

１
割
負
担
に
な
り
ま
す
。
申
請
方
法
に

つ
い
て
は
、
別
途
市
か
ら
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

○
一
般
の
方

　

同
一
世
帯
で　

歳
以
上
の
方
の
課
税

７０

所
得
が
全
員
１
２
４
万
円
未
満
で
あ
る

場
合
、
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
自
己
負
担
の
割
合
は
、
世
帯
の
方
が

　

歳
に
達
し
た
と
き
や
転
入
・
転
出
な

７０ど
に
よ
り
世
帯
の　

歳
以
上
の
方
の
構

７０

成
が
変
わ
っ
た
と
き
、　

歳
以
上
の
方

７０

の
所
得
や
収
入
合
計
額
に
よ
り
翌
月
か

ら
自
己
負
担
の
割
合
が
１
割
↓
２
割
、

２
割
↓
１
割
と
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
変
わ
る
場
合
は
、
市
か
ら
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
転
入
、
転
出
等
に
よ
り
負
担
割
合
が

変
わ
る
場
合
に
、
そ
の
届
出
の
時
期
の

ず
れ
等
に
よ
り
、
支
払
っ
た
医
療
費
に

過
誤
調
整（
差
額
の
支
給
ま
た
は
返
還
）

が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

高
額
医
療
費
制
度

　

１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

　

（
保
険
外
の
も
の
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
）
が
自
己
負
担
限
度
額
（
＝

上
表
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の

超
え
た
分
が
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

入
院
が
あ
っ
た
場
合
は
、
同
じ
世
帯

内
の
老
人
医
療
の
受
給
者
同
士
で
合

算
し
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
（
各
医
療
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
る

診
療
報
酬
明
細
書
を
基
に
算
定
し
ま

す
の
で
、
診
療
を
受
け
た
月
か
ら
お

お
よ
そ
３
〜
４
か
月
後
に
な
り
ま
す
）。

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
認
定

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
申
請

が
必
要
で
す
が
、
認
め
ら
れ
る
と
自
己

負
担
限
度
額
が
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

「
Ⅱ
」
ま
た
は
「
Ⅰ
」
の
限
度
額
（
＝
左

表
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
入
院

時
の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。


